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職員の任免及び職員数に関する状況

１．職員の採用 ･ 退職の状況 (R6.4.1 ～ R7.3.31 中途採用・退職含む )

区分 採用 退職
一般行政職 21 人 11 人

医療職 16 人 13 人

技能労務職 0 人 0 人

２．部門別職員数の状況 (R7.4.1 現在 )

区　　分 職員数 対前年
増減数令和 6 年度 令和 7 年度

一
般
行
政

議　会 3 人 3 人 0 人

総　務 69 人 69 人 0 人

税　務 14 人 13 人 △ 1 人

民　生 72 人 71 人 △ 1 人

衛　生 22 人 21 人 △ 1 人

農林水産 23 人 24 人 1 人

商　工 17 人 17 人 0 人

土　木 21 人 21 人 0 人

小　計 241 人 239 人 △ 2 人

教　　育 24 人 22 人 △ 2 人

普通会計　計 265 人 261 人 △ 4 人

公
営
企
業
等

水道 11 人 10 人 △ 1 人

下水道 4 人 4 人 0 人

病院 154 人 157 人 3 人

その他 20 人 20 人 0 人

小計 189 人 191 人 2 人

総計 454人 452人 △ 2 人

※ 各部門は、「定員管理調査」に基づく区分・職員数です。
※ R7 年度と R6 年度 4.1 時点での状況。

３．初任給基準 (R7.4.1 現在 )
一般行政職 技能労務職

大学卒 高校卒 高校卒
220,000 円 188,000 円 185,700 円

医療職 ( 医師 ) 医療職 ( 薬剤師 )
博士課程終了 大学６卒 大学卒

366,200 円 291,400 円 227,400 円

医療職 ( 看護師等 )

大学卒 短大３卒 短大２卒 准看護師
養成所卒

253,100 円 249,400 円 240,600 円 207,700 円

２．職種別給料月額の状況 (R7.4.1 現在 )
職種 月額 平均年齢

一般行政職 339,200 円 45.0 歳

技能労務職 313,700 円 52.4 歳

※ 職種は「地方公務員給与実態調査」に基づくものです。

5．主な職員手当の状況 (R7.4.1 現在 )
内容

扶
養
手
当

【配偶者】月額 3,000 円
【配偶者以外の扶養親族】
1 人につき 子 : 月額 11,500 円　父母等 : 月額 6,500 円
※ �16 歳～ 22 歳の子の場合には、5,000 円加算。

住
居
手
当

【借家 ･借間居住者】月額 12,000 円を超える家賃
を負担している職員に対し、家賃の額に応じ、月
額 27,000 円を上限として支給

通
勤
手
当

【交通機関等利用者】
運賃の額に応じ、月額 150,000 円を上限として支給
【自家用車等利用者】
通勤距離に応じ、月額 31,600 円を上限として支給

【管理職手当】　課長級以上の管理職に対して支給
（部長）45,000 円

（課長・支所長・院長・事務局長）35,000 円

（審議員）30,000 円

（所長・園長・センター長・館長・副院長・看護部長・
薬剤部長・医療技術部長）25,000 円

（技師長・薬局長・看護師長）15,000 円

４．期末・勤勉手当 (R7.4.1 現在 )
6 月期 12 月期 計

期末手当 1.25 月分 1.25 月分 2.50 月分

勤勉手当 1.05 月分 1.05 月分 2.10 月分

※ 職務の級などにより加算措置があります。

人事管理・退職管理の取り組み

　職員の業務に対する意識や行動の変革を促し、行政サー
ビスの向上を図るため、平成28年度から『阿蘇市人事評価
規程』に基づく人事評価に取り組んでいます。
　また、『阿蘇市職員の退職管理に関する条例』に基づき、
営利企業などに再就職した元職員が、一定期間、現職職員
に働きかけをする行為を禁じるとともに、一定の職員は再就
職した場合に届け出ることを義務付けています。

給 与 な ど を 公 表 し ま職 員 の す

職員の勤務時間 ･勤務条件の状況

１．勤務時間 ･ 休憩 ･ 休息時間の状況 (R7.4.1 現在 )

1 週間の
勤務時間

勤務時間の割振り
始業 終業 休憩時間

38 時間 45 分 8:30 17:15 60 分

２．一般職の年次有給休暇取得状況 (R6.1.1 ～ R6.12.31)

対象職員数 総付与日数 総取得日数 平均取得日数 取得率
222 人 8,464 日 2,924 日 13.2 日 34.5％

対象職員数：R6.1.1 ～ R6.12.31 の全期間を市長部局の職
員として在職した一般職。

３．休暇制度
区分 内容

有
給
休
暇

年次休暇 １年につき 20 日間付与 ( 前年に未使用
日数がある場合は、最大 20 日を翌年繰越 )

病気休暇 負傷または疾病のため療養を要する場
合、必要最小限と認められる休暇を付与

特別休暇
( 主なもの )

【結婚休暇】結婚する職員に対し最大 5 日間付与
【産前 ･産後休暇】
出産予定日の 8 週間前の日から出産の
日まで、および出産の翌日から８週間
を経過するまでの期間付与
【親族の死亡休暇】
親族の続柄および死亡時の生計関係に
応じ、最大７日間付与
【夏季休暇】
7 ～ 9 月の間において、5 日間付与
【子の看護休暇】
中学校始期に達するまでの子を養育す
る職員が子の看護のため勤務しないこ
とが相当と認められる場合で、１年に
５日の範囲内で付与

無
給
休
暇

介護休暇

配偶者 ･ 父母 ･ 子、配偶者の父母などで、
負傷 ･ 疾病または老齢により日常生活
を営むのに支障がある者の介護を行う
場合、6 月を限度として必要な休暇を
付与

組合休暇 組合活動に従事する場合に 1 年に最大
20 日付与

職員の福祉及び利益の保護の状況

１．健康診断の受診状況（R6.4.1 ～ R7.3.31）
健康診断の種類 受診者数

人間ドック 137 人

定期健康診断 160 人

２．公務災害補償制度（R6.4.1 ～ R7.3.31）
加入団体 災害件数

地方公務員災害補償基金熊本県支部 　1 件

職員の分限及び懲戒処分 ･服務の状況

　すべての職員は、｢全体の奉仕者｣として公共の利益のた
めに勤務し、職務遂行に当たっては全力で奉仕しなければ
なりません。この服務の基本原則を忠実に実行するため、職
員にはさまざまな義務が課せられています。
　特に信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、政治的行為
の制限や争議行為の禁止規定に違反した場合は懲戒処分
の対象となります。

１．分限処分者数（R6.4.1 ～ R7.3.31）
処分事由 降任 免職 休職 降級 計

勤務実績が良くない場合 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

心身の故障の場合（延べ） 1 人 0 人 5 人 0 人 6 人

職に必要な適正を欠く場合 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

職制、定数の改廃、予算の
減少により廃職、過員を生
じた場合

0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

刑事事件に起訴された場合 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

２．懲戒処分者数（R6.4.1 ～ R7.3.31）

処分事由 戒
告

減
給

停
職

免
職 計

法令に違反した場合 0 人 0 人 1 人 0 人 1 人

職務上の義務に違反した場合 2 人 1 人 0 人 0 人 3 人

全体の奉仕者たるにふさわ
しくない非行のあった場合 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

公平委員会に係る業務の状況

１．勤務条件に関する措置の要求状況 ( 令和 6 年度 )

【継続件数】0 件　　　【措置要求件数】0 件

２．不利益処分に関する不服申立の状況 ( 令和 6 年度 )

【継続件数】0 件　　　【措置要求件数】0 件

問総務課 人事係 ☎22-3111人 事 行 政 運 営 状 況

職員研修の状況

１．職員研修の状況（R6.4.1 ～ R7.3.31）
研修名 回数 参加者数

人権同和教育初任者研修 1 10 人

法制執務研修 2 24 人

新規採用職員・新任課長・新任係
長研修 4 40 人

一般職員２部研修（10 年目）、
1 部研修（5 年目） 2 18 人

熊本県市町村職員研修協議会専門研修 12 35 人

市町村職員 IT 研修 8 32 人

※主なものを公表しています。

職員の給与の状況

１．一般行政職の級別職員数の状況 (R7.4.1 現在 )
区分 職務分類 職員数 構成比

１級 主　　事
保 育 士 34 人 13.0%

２級 主　　事
保 育 士 36 人 13.8%

３級 参　　事
主　　任 72 人 27.6%

４級
係　　長
参　　事
副 園 長

55 人 21.1%

５級 課長補佐
園　　長 37 人 14.2%

６級 課　　長
事務局長 21 人 8.0%

７級 部　　長 6 人 2.3%

計 261 人 100%

※ 阿蘇市給与条例に基づく給料表の区分による職員数。
※ 職務分類はそれぞれの級に該当する代表的な職名。



こんな水道管は要注意

水道管

注意
凍結凍結凍結

の

に

・北向きで日が当たらない ・風あたりが強い場所

・屋外でむき出しになっている

市販の水道管用の保温剤や、タオル・毛布・発泡ス
チロールなどで水道管を覆い、濡れないようにビ
ニールテープを巻く。

自然に解けるのを待つか、凍ってしまった部分にタオルや
布などをかぶせて、その上から「ぬるま湯」をまんべんな
くかけゆっくり溶かしてください。お湯がない場合はドライ
ヤーをあてるのも効果的です。

長期間不在にする場合は上下水道課または水道分室に「閉栓（休止）届」を提出し、蛇口の立ち上がりやボイラー
などの凍結防止に心がけてください。凍結による破裂が生じた場合、誰にも気付かれずに長期にわたって漏水状
態になります。水道料金が高額になり修理費の負担も発生するので特に注意しましょう。

※  決して熱いお湯をかけないでください。水道管が破裂
する恐れがあります。

※  修理費用は工事の内容によって異なります。
　詳しくは水道工事店に直接お問い合わせください。

①  メーターボックスの中の止水栓を閉めて漏水を止める。

②  最寄りの「阿蘇市指定給水装置工事事業者」に連絡
して修理を依頼してください。

したら破裂破裂水道管が

メーター

止水栓

止水栓をしめる
（時計回り）

水道管が凍結凍結したら
には凍結を防ぐ防ぐ

▲ 市指定給水装置
工事事業者

水道管を覆う

出した水の分は、料金がかかります。出し過ぎには
注意してください。

蛇口から水を少し出しておく

細かく砕いた発泡
スチロールなどをビ
ニール袋に入れて
メーターを覆うよう
に詰める。メーター
検針の妨げになら
ないよう注意。

長期間留守にする人、空き家・空き部屋をお持ちの人へ

メーターボックスに保温材を入れる

問 上下水道課 ☎ 22-3196
 内牧水道分室 ☎ 32-2731
 波野水道分室 ☎ 24-2001

温がマイナス4度以下になると水道が凍結し、水道管や蛇口などが破損します。天気予報などで低温注意報が発表されたときは凍結防止の対策をしましょう。

気
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● 入所申込

各放課後児童クラブに備え付けの「入所申込書」と必要書類を
添付して下記申込先に期限までにお申込みください。

長期休業期間中のみ利用を希望する人も、この期限内にお申
込みください。

期限までに申込がない場合や定員を上回る申込があった場
合は、入所できないことがあります。

問 福祉課 子育て支援係　☎ 22-3167

放 課後児童クラブ一覧

令和8年度

放課後児童クラブ入所のご案内
和 8 年４月から放課後児童クラブの入所を希望する人は、次のとおり期限までに

申込みをしてください。

申込期限　令和 8 年１月 30 日 金

令

校区 クラブ名 ところ 申込先 負担金 時間

一の宮小 一の宮まどか
学童クラブ

一の宮小放課後
児童クラブ

まどか会
☎ 080-3711-0990

4,500 円

月～金
放課後～午後７時

土
午前 7 時 30 分

～午後 7 時

長期休暇
午前 7 時 30 分

～午後 7 時

阿蘇小 へきすい
元気っ子クラブ

ふわりの杜
（阿蘇小西側）

やまなみ会
☎ 32-5155　☎ 090-1782-0706

阿蘇西小 阿蘇西アイガモ
学童クラブ

阿蘇西小学校
低学年棟 阿蘇市社会福祉協議会

☎ 32-1127
内牧小 うちのまきスマイ

ルキッズクラブ
内牧小学校
体育館 2 階

波野小 波野
ハッピークラブ

波野小学校
ホール、図書館

波野学童クラブ親の会
☎ 090-3070-3531

　就学援助（要保護・準要保護）の対象となってい

る小学１年から小学３年までの児童、または、就学

援助の対象となっている小学４年から小学６年ま

での児童で障がいのある児童は、各クラブに申請す

ることにより月額利用料（上限：5,000 円 / 月）が免

除となります。

阿蘇市放課後児童クラブ利用料減免事業

■ 低所得世帯

※ 1 �長期休暇中は、負担金が変わります。 年会費や入会費、スポーツ安全保険に加入のための保険料も別途必要で

す（金額はクラブにより異なります）。　※ 2 午後６時以降の利用は延長料金が発生します。

放課後児童クラブとは

小学生の子どもがいる家庭で、
保護者が仕事などで昼間家にい
ないときに、子どもたちが安全に過
ごせる場所を提供します。子どもた
ちは授業終了後、使っていない教室
などで、遊びやいろいろな活動を行
います。

　兄弟姉妹が同時に放課後児童クラブを利用してい

る世帯の第３子以降の児童で、かつ市町村民税所得

割合算額が 301,000 円未満である世帯の児童は、

各クラブに申請することで月額利用料（上限：2,500

円 / 月）が免除となります。

　詳しくは各クラブにお尋ねください。

■ 多子・多胎世帯兄弟利用分



建設業
パワーショベル

発電機など

農業
ビニールハウス

耕運機など

小売業
陳列ケース

冷凍冷蔵庫など

理・美容業
理・美容用椅子

洗面設備
消毒殺菌機器 など

ガソリンスタンド
オイルチャージャー

洗車機
独立キャノピー など

飲食業
厨房設備

冷凍冷蔵庫
カラオケ機器 など

償却資産償却資産の例の例

※ 自動車税・軽自動車税の対象となる乗用車・貨物自動車・自動二輪車・小型特殊自動車は除きます。

工場
製造設備

受変電施設
配管パイプなど

病院・医院
医療機器

医療用ベッド など

電気供給業
太陽光パネル
風力発電設備

林業
林業用機械

林業用設備など

　　　　　　申告申告　　　　　
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償却資産は申告申告が必要ですは

Check

令和 8 年度の固定資産税の適正な課税のために、次の内容に当てはまる人は必ず 12 月 31 日までに 
届け出てください。
▷ 家屋を新築、増改築または取り壊したとき　▷ 未登記家屋を売買・相続・贈与などしたとき
▷ 家屋の用途変更（住宅から店舗への変更など）をしたとき
▷ 土地の利用状況を変更（地目の変更など）したとき

ご自身の固定資産をしっかりと把握しましょう

問 税務課 資産税係　☎ 22-3148

▲ 市 HP

障がいのある人が支援を受けやすくするための障害者手帳と、障がいのある人の福祉の向上を図ること
を目的とした手当を紹介します。申請先は阿蘇市役所の福祉課または各支所の市民係です。申請に必要
な書類など、詳しくはお問合せください。

問 福祉課 総合福祉係　☎ 22-3167

障害者手帳障害者手帳
身体障害者手帳身体障害者手帳
身体の機能に一定程度以上の永続する
障がいのある人に交付される手帳です。
障がいの程度は、重い方から順に１級～
６級まで分けられています。

療育手帳（知的障害者福祉手帳）療育手帳（知的障害者福祉手帳）
知的障がいのある人に交付される手帳
です。障がいの程度は、重い方から順に
A1、A2、B1、B2に分けられています。

精神障害者保健福祉手帳精神障害者保健福祉手帳
精神障がいのため、長期（６カ月以上）に
わたり日常生活または社会生活への制
約がある人に、社会参加・社会復帰・自立
を促進するために交付される手帳です。
障がいの程度は、重い方から順に１級～
３級に分けられています。 ※ 所得による支給制限があります

特別障害者手当特別障害者手当
身体または知的・精神に著しく重度の障がいがあるため、
日常生活において、常に特別の介護を必要とする在宅の
20 歳以上の人に支給される手当です。施設に入所してい
る人、病院などに３カ月を超えて入院している人は対象にな
りません。

手当額　月額 29,590円

障害児福祉手当障害児福祉手当
身体または知的・精神に著しく重度の障がいがあるため、
日常生活において常に介護を必要とする在宅の障がい児

（20 歳未満）に対して支給される手当です。施設に入所し
ている人は対象になりません。

手当額　月額 16,100円

特別児童扶養手当特別児童扶養手当
20歳未満の精神（知的）
または身体に中度以上の障がいがある児童を養育している
父か母、または父母に代わって養育している人に対して支給
される手当です。児童が施設に入所している場合は対象にな
りません。

手当額	1級…月額 56,800円
	 2 級…月額 37,830円

障がい者障がい者の手当手当

「障害者週間」

障害者手帳・障がい者の手当
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12 月3日 水 12月9日 火

※

令和 8 年 1 月 30 日 ㈮申告期限

　固定資産税は、土地・家屋のほか、事業で使用する
構築物、機械、器具、備品など、減価償却費として計上
されている償却資産についても課税の対象となります。
　阿蘇市内に償却資産を所有している人は、個人・法
人にかかわらず、確定申告とは別に毎年１月１日現在
の所有状況を税務課に申告する必要があります。　

　　　　　12月末までに「償却資産申告書」を郵送し
ますので、期限までに提出してください。
※  新規に事業を開始した人や、償却資産を所有して
いて申告書が届いていない人は、市ホームページ
からダウンロードするか、税務課
資産税係まで連絡してください。

　障害者週間は、皆さまに障がい者の福祉について理
解を深めていただくとともに、障がいのある人が社会を
構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる
分野の活動に参加する意欲を高めることを目的に定め
られたものです。

　市では、身体・知的・精神障がい者やその家族を支
援していますので、お気軽にご相談ください。また、障が
い福祉制度をまとめた「障がい福祉のしおり」を福祉課
と各支所に設置していますので、ご希望の人はお申し
出ください。

▲ 市 HP
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市町村名 金額

阿蘇市 10 億 2,774 万円

南小国町 2 億 5,127 万円

小国町 3 億 6,242 万円

産山村 8,534 万円

高森町 3 億 1,298 万円

南阿蘇村 4 億 8,339 万円

西原村 5,023 万円

合　 計 25 億 7,337 万円

　　阿蘇広域行政事務組合では、阿蘇圏域の住民の皆さまの生命と財産を守り、生活環境の整備と豊かで阿蘇広域行政事務組合では、阿蘇圏域の住民の皆さまの生命と財産を守り、生活環境の整備と豊かで
住みよい地域社会を作るための仕事をしています。住みよい地域社会を作るための仕事をしています。
　令和 7 年第 3 回阿蘇広域行政事務組合議会定例会が開催され、令和 6 年度決算が承認されました。
　決算状況は次のとおりです。決算の詳しい内容は、ホームページからもご覧いただけます。決算の詳しい内容は、ホームページからもご覧いただけます。

問阿蘇広域行政事務組合 　☎ 24-5111

一般会計決算状況
前年度 28 億 2,378 万円と比べて、1 億 9,529 万円の増となりました。

項目 金　額 構成率 説明

分担金及び負担金 25 億 7,338 万円 85.2%
当組合が行う事業のため、構成市町村
が負担するお金。市町村別の金額は右
表のとおり。

使用料及び手数料 1 億 6,012 万円 5.3%
ごみ処理手数料や火葬施設の使用料
等による収入。

国庫支出金 0 万円 0.0%
特定の事業を行うために国が交付す
るお金。

財産収入 126 万円 0.1% 基金の利子等による収入。

繰入金 3,073 万円 1.0%
組合事業の財源として基金から繰り
入れたお金。

繰越金 1 億 6,759 万円 5.6% 前年度からの繰越金。

諸収入 8,599 万円 2.8%
預金利子、受託事業収入および雑入に
よる収入。

組合債 0 万円 0.0%
大きな事業を行うために国や県、金融
機関から借り入れたお金。

合計 30 億 1,907 万円 100%

歳入総額　30 億 1,907 万円

市町村負担金一覧表

特別会計名 特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘 養護老人ホーム湯の里荘 合計
歳入決算額 3 億　871 万円 1 億 8,200 万円 4 億 9,071 万円

歳出決算額 3 億　779 万円 1 億 7,412 万円 4 億 8,191 万円

差引額 92 万円 788 万円 880 万円

前年度 26 億 5,618 万円と比べて、2 億 5,108 万円の増となりました。 
人件費の増額や設備機器等修繕料や蘇水館搬入道路拡張工事負担金
の増額による衛生費の増額、緊急車両更新費の増額による消防費の増
額などが主な要因です。

項目 金　額 構成率 説明
議会費 1,157 万円 0.4% 構成市町村の議員で構成する組合議会の運営費。

総務費 1 億 1,819 万円 4.1%
組合の総括的な事務費。この中に介護認定審査会、障害支援区分認定審査
会の運営費も含まれています。

衛生費 14 億 4,043 万円 49.5% 生活に密接した事業費で、火葬施設および一般廃棄物処理施設の運営費。
消防費 10 億 5,561 万円 36.3% 消防、救急活動の費用。

災害復旧費 0 万円 0.0% 落雷により被害を受けた消防施設の復旧に使用した費用。
公債費 2 億 8,147 万円 9.7% 国や県、金融機関などから借り入れたお金の返済費用。
合計 29 億      727 万円 100%

歳出総額　29 億 727 万円

特別会計決算状況

阿蘇広域行政事務組合 令和 6 年度決算報告

広域行政事務組合ホームページ⇒

※表示単位未満を四捨五入しているため、内訳の単純合計と総額や歳入と歳出の差し引きなどの数値は一致しないことがあります。

ごみの収集・受け入れ

ご み 収 集ご み 収 集  

12月30日 ㈫ から1月4日 ㈰ は収集しません。

問 市民課 生活衛生係　☎22-3135

未 来 館 で の 受 け 入 れ未 来 館 で の 受 け 入 れ
12月29日 ㈪・㈪・ ････････････ ････････････8：30 ▷ 16：30
12月30日 ㈫ ･････････････8：30 ▷ 11：30
12月31日 ㈬ ～1月4日 ㈰ ･････････････休み
 1 月 5  日 ㈪ ･････通常通り 8：30 ▷ 16：30
※ごみは分別し持ち込みをお願いします。
問 大阿蘇環境センター未来館　☎ 24-5353

マイナンバーカードを使って各種証明書を発行するコ
ンビニ交付は下記期間の取り扱いを休止します。

12月29日 ㈪ ～1月3日 ㈯ ･････････････休止

問 市民課 戸籍係　　☎ 22-3135
　 税務課 市民税係　☎ 22-3148

証明書コンビニ交付

阿 蘇 保 健 福 祉 セ ン タ ー阿 蘇 保 健 福 祉 セ ン タ ー

12月28日 ㈰ ～ 1月5日 ㈪ ････････････････････････････････休み

問 阿蘇保健福祉センター　☎ 32-1127

夢 の 湯夢 の 湯

12月31日 ㈬ ～1月2日 ㈮   ･･･ ･･･ 1111：00 ▷ 20：00
 ※ 短縮営業・午後７時まで受付

 問 夢の湯　☎35-5777

一 の 宮 温 泉 セ ン タ ー一 の 宮 温 泉 セ ン タ ー

12月31日 ㈬ ･･････････････ 1010：00 ▷ 18：00
1月1日 ㈭ ････････････････････････････ 休み
1月2日 ㈮ ････････････････ 1212：00 ▷ 21：30
※ 1月3日 ㈯ ~ 通常営業

問 一の宮温泉センター　☎ 22-4083

公共施設
　の

い ろ い ろ な お 知 らせ
市役所・各支所・市の関係施設は、

12月27日 ㈯ から1月4日 ㈰ まで休みです。

1月1日 ㈭ の火葬・霊柩業務は休みです。受付は
通常どおり行います。

問 阿蘇中部斎場　☎ 22-0092

阿蘇中部斎場

ア ゼ リ ア 2 1ア ゼ リ ア 2 1

12月29日 ㈪～1月3日 ㈯ ･･･ 1010：00 ▷ 21：00
※   時間を短縮して温泉のみ営業
　（午後8時20分まで受付）　
問 アゼリア21　☎ 22-5311

フ ァ ミ リ ー パ ー ク あ そ ☆ ビ バフ ァ ミ リ ー パ ー ク あ そ ☆ ビ バ

12月29日 ㈪ ～31日 ㈬   ････････････････ ････････････････ 休園
 1 月 1 日 ㈭ ～ 3 日 ㈯   ････ 1212：00 ▷ 16：30

（荒天により休園の場合あり）

問 あそ☆ビバ　☎ 32-5011

広
告

【診療科】 内科・循環器科・腎臓内科・人工透析

【診療日】 （月～金） 8：30～17：00

一 緒 に 働 き ま せ ん か？お気軽にお電話ください。

（火） 17：30～18：30  *夕方外来*

（土） 8：30～12：00

阿蘇市小里２４９－２ ０９６７－２４－６２６２

理事長・院長 後 藤 昌 希

※ 緊急時は上記時間に限りません。お電話にてご相談ください。

●訪問診療・往診
通院が難しい方へ、医師がご自宅まで伺います。

●透析診療について
透析治療にも対応しています。送迎も可能です。

●送迎について
通院や透析でお困りの方に送迎サービスをしています。


